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第１章  

危機管理部の組織体制 
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第１　危機管理部の組織

危機管理部長

消防防災航空センター

消防学校

大熊町駐在

危機管理課

危機管理総室

災害対策課

消防保安課

原子力防災課

危機管理部政策監

危機管理室

原子力安全総室

原子力安全対策課

危機管理部次長（原子力安全担当）
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危機管理室

　１　安全及び安心の確保に関する施策の総合的な推進に関すること。

　２　安全及び安心の確保に関する施策に係る県の行政施策の企画立案に必要な各種情報の収集

　　及び交換に関すること。

　３　危機が生じた場合又は生じるおそれがある場合における緊急的対応に関すること。

　４　危機に関する各種情報の収集及び交換に関すること。

　５　その他特に知事から指定された事項に関すること。

危機管理総室

　危機管理課

　１　部内の事務の総合企画及び調整に関すること。

　２　部内における人事、予算及び経理に関すること。

　３　危機管理に係る総合企画及び調整に関すること。

　４　安全及び安心の確保に関する施策の総合的な推進並びに安全管理の総合調整に関すること。

　５　県地域防災計画の実施に関すること。

　６　国民保護法制に関すること。

　７　国土強靭化地域計画に関すること。

　消防保安課

　１　消防に関すること。

　２　火災の予防に関すること。

　３　危険物の規制に関すること。

　４　高圧ガス及び液化石油ガスの保安に関すること。

　５　火薬類の規制並びに猟銃等の製造事業及び販売事業の許可に関すること。

　６　電気工事士及び電気工事業に関すること。

　７　県地域防災計画の実施に関すること。

　８　消防防災航空センターに関すること。

　９　消防学校に関すること。

　災害対策課

　１　災害対策に関すること。

　２　災害救助法（昭和22年法律第118号）の施行に関すること（生活拠点課の所掌に属するもの

　　を除く。）。

　３　被災者生活再建支援制度等に関すること（生活拠点課の所掌に属するものを除く。）。

　４　総合情報通信ネットワーク（防災行政無線を含む。）に関すること。

　５　県地域防災計画の実施に関すること。

第２　危機管理部の分掌事務
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原子力安全総室

　原子力防災課

　１　原子力災害対策に関すること（他課の所掌に属するものを除く。）。

　２　原子力防災及び放射線に係る知識の普及に関すること。

　３　県地域防災計画の実施に関すること。

　４　環境放射線モニタリングの総合調整に関すること。

　５　環境放射線モニタリングのデータの公表に関すること。

　原子力安全対策課

　１　原子力安全対策の総合調整に関すること。

　２　原子力発電所施設に係る安全対策に関すること。
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第２章  

危機管理部の基本方針と主な取組 
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第１ 令和８年度危機管理部の基本方針 

 

《 危 機 管 理 部 の 目 標 》 県民の安全・安心の確保  

〈令和８年度事業の３つの柱〉 １ 自助・共助による備えの促進 

２ 公助による備えの充実・強化 

３ 原子力発電所周辺地域の安全確保 

 

本県に甚大な被害をもたらした東日本大震災の発生から１５年が過ぎ、福島

の復興は着実に進む一方、地震、津波、そして原発事故による被災により、今も

なお多くの県民が避難生活を続けている。 

本県の復興のためには、東京電力福島第一原子力発電所の廃炉・汚染水・処理

水対策の取組が安全かつ着実に進むことが大前提であり、原子力発電所周辺地

域の安全確保が何よりも重要である。 

近年は、令和元年東日本台風を始め、県内で最大震度６強を記録した令和３年、

４年の福島県沖地震、令和５年台風第１３号の影響による線状降水帯の発生に

伴う大雨災害など、毎年のように大規模な災害に見舞われており、全国でも能登

地域における令和６年１月能登半島地震や令和７年２月には岩手県大船渡市で

大規模な林野火災が発生するなど、激甚化する災害が頻発している。 

また、令和６年８月には全国で初の南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）

が発表され、日本海溝・千島海溝地震の発生確率が引き上げられたほか、令和７

年１２月には、青森県東方沖を震源とする地震では、運用上初となる北海道・三

陸沖後発地震注意情報が発令されるなど、激甚化する災害やこれまでの経験が

通用しない災害に備え、行政の災害対応力を強化するとともに、県民一人一人が

災害を身近に迫る自分事と捉えて日頃から備えるなど、防災力の一層の強化が

求められている。 

加えて、世界各地で発生しているテロや北朝鮮により繰り返されるミサイル

発射など、県民生活に影響を与えかねない危機事象に対しても、危機管理監の指

揮の下、全庁一丸となって的確に対応することが不可欠である。 

さらに、東京電力福島第一原子力発電所の廃炉については、令和６年９月の２

号機における燃料デブリの試験的取り出しの着手により、中長期ロードマップ

における廃止措置終了までの期間である第３期に移行した。一方で、令和５年度

における作業員の身体汚染や令和６年度における２号機の燃料デブリ試験的取

り出し作業の中断など、県民が廃炉の行く末に不安を持たざるを得ないトラブ

ルが発生している。今後、燃料デブリの本格的な取り出し作業など、福島第一原

子力発電所の廃炉は前例のない困難な取組であることから、県は、引き続き、国

及び東京電力による廃炉に向けた取組が、県民や国民の理解の下、中長期ロード

マップに基づき、安全かつ着実に進められるようしっかりと監視していく必要

がある。 
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これらを踏まえ、令和８年度においては、総合計画の基本目標の実現に向け、

県民の安全・安心の確保を図るため、「自助・共助による備えの促進」、「公助に

よる備えの充実・強化」、「原子力発電所周辺地域の安全確保」の３つの柱を掲げ、

各種の施策に取り組む。 

１ 自助・共助による備えの促進 

（１）県民の防災意識の向上

・防災アプリの普及・利用促進を図るとともに、小売店と連携したプロモー

ションの実施や学校の授業での防災動画教材の利活用の促進、訓練や演習

等を交えた防災教室を実施する。 

・地域防災サポーターを活用した住民へのマイ避難推進講習会等を通じた

マイ避難の促進を図る。

・大学生等と連携し、若者への災害の教訓の伝承と防災への参画を促し、若

者の視点を活かした防災啓発を行う。

・地震、津波、大雨災害等を想定した体験型の総合防災イベントを開催する。 

（２）地域防災力の向上

・地域の防災士を地域防災サポーターとして養成するとともに、地域防災サ

ポーターを活用した地区防災計画の策定や避難訓練や避難所運営訓練の

実施など地域の防災活動を支援する。 

・自主防災組織の活動に要する経費や新たに設立する組織への補助により

組織率の拡大や活動促進を図る。

（３）自助・共助・公助の連携強化

  ・災害の種別ごとの各機関の防災行動を時系列に整理（防災タイムライン） 

し、共有しておくことで迅速で適切な災害対応につなげる。 

２ 公助による備えの充実・強化 

（１）危機管理・防災力の一層の強化

・住家被害認定調査に係る市町村職員等を対象とした研修の実施や被災者

生活再建支援システムの市町村導入を推進し調査手法の共通化を図るこ

とにより「ふくしま災害時相互応援チーム（ＦＳＵＴ）」の体制強化に加

え、災害ケースマネジメントの実施体制を構築するための支援を行う。

・地域防災サポーターの養成や避難行動要支援者個別避難計画の策定支援

を行う。

・災害対応を行う県職員や市町村職員を対象に、国の専門研修を積極的に

活用するとともに、災害救助法に係る研修を開催し、災害時に迅速に対

応できる人材の育成を図る。

・迅速かつ適切な災害対応を行うために、県災害対策本部事務局体制を強

化する。

・総合防災訓練、国民保護訓練など、実践的な訓練を通じて、災害・危機
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対応力の向上と関係機関との連携強化を図る。 

・災害用備蓄物資の充実等により、市町村が行う避難所における生活環境

の改善を支援する。

・各種防災通信システムや防災システムの適切な管理を行う。

（２）消防力の充実・強化

・若者や女性の消防団入団促進や地域の事業所等との連携強化を図るとと

もに、市町村に対する広報の研修会の開催などを通じて、消防団員確保

に向けた市町村の取組を支援する。

・避難地域における消防団の再編や他消防団、自主防災組織等を始めとし

た関係機関との連携体制の強化や構築に向けた支援を行う。

・消防職員、消防団員等への教育訓練等による消防技術の向上や、消防防

災ヘリコプターの機動的な運用により消防活動の円滑な遂行を推進す

る。

・救急業務の高度化を推進し、救命率を向上させるため、地域の実情に応

じた救急救命士の養成を支援する。

３ 原子力発電所周辺地域の安全確保 

（１）廃炉に向けた取組の監視及び情報発信等

・東京電力福島第一・第二原子力発電所の廃炉に向けた取組が安全かつ着

実に行われるよう、廃炉安全監視協議会や現地駐在職員による現場確認

等を通じ、トラブルに係る再発防止対策の実施状況を含め、国や東京電

力の取組を監視する。

・ＡＬＰＳ処理水の海洋放出を含め、燃料デブリの取り出しなど、東京電

力福島第一原発の安全かつ着実な廃炉の実現に向けて、国が前面に立ち、

総力を挙げて取り組むよう、求めていく。

・廃炉に向けた取組状況、県の安全監視の取組についての情報収集と、様々

な媒体を通じた県民への情報提供を行う。 

（２）環境放射線モニタリングの実施

県内全域における環境放射線モニタリングをきめ細かく実施するととも

に、測定結果を分かりやすく発信する。 

（３）原子力防災体制の強化

原子力発電所の不測の事態に備え、緊急時の通信手段や資機材の整備及

び原子力防災訓練や研修の実施等により原子力防災体制の強化を図る。 
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新
）
災

害
対
策

本
部
事
務
局
強
化
事
業

9,
5
04

千
円

迅
速
か
つ
適
切
な
災
害
対
応
を
行
う
た
め
、
県
災
害
対
策
本
部
事
務
局
体
制
を
強
化
す
る
。

○
危

機
に
備

え
た
各

種
訓
練
の
実
施

5,
1
73

千
円

総
合
防
災
訓
練
や
国
民
保
護
訓
練
、
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
総
合
防
災
訓
練
等
の
各
種
訓
練
を
実
施
し
、
災
害

対
応
力
の
強
化
に
つ
な
げ
る
。

重
点

重
点

○
火
山
防
災
対
策
に
関
す
る
事
業
 
4
6,
7
91

千
円

火
山
防
災
訓
練
の
実
施
や
防
災
啓
発
な
ど
、
火
山
防
災
対
策
を
推
進
す
る
。

○
孤
立
集
落
対
策
強
化
事
業

 
5,
8
48

千
円

災
害
時
孤
立
す
る
可
能
性
が
あ
る
集
落
へ
の
支
援
体
制
の
構
築
を
図
る
。

○
被
災
者
住
宅
再
建
支
援
事
業

1
0,
0
00

千
円

災
害
時
に
住
宅
被
害
が
生
じ
た
住
民
に
対
す
る
支
援
金
を
支
給
す
る
。

○
備
蓄
物
資
整
備
事
業

4
1,
3
23

千
円

災
害
発
生
に
備
え
、
避
難
者
に
供
給
す
る
物
資
を
備
蓄
す
る
。

○
通
信
施
設

・
防
災
シ

ス
テ
ム
の
管
理

 3
60
,
04
2
千

円

＜
消
防
力
の
充
実
・
強
化
＞

○
ふ
く
し
ま
消
防
力
強
化
事
業

5
,7
1
0千

円

若
者
や
女
性
へ
の
広
報
や
イ
ベ
ン
ト
等
を
通
じ
、
地
域
防
災
の
要
で
あ
る
消
防
団
へ
の
理
解

促
進
や
入
団
促
進
に
つ
な
げ
る
。
避
難
地
域
の
消
防
団
再
編
に
向
け
支
援
す
る
。

○
消
防
団
入
団
促
進
事
業

 
 3
3
2千

円

ふ
く
し
ま
消
防
団
サ
ポ
ー
ト
企
業
の
増
加
を
促
し
、
消
防
団
の
強
化
を
図
る
。

○
教
育
訓
練
事
業
経
費

11
6
,3
7
8千

円

消
防
職
員
や
消
防
団
員
の
養
成
や
訓
練
を
実
施
し
、
消
防
力
を
強
化
す
る
。

〇
救
急
高
度
化
推
進
事
業
 

 2
7
,6
4
1千

円

救
急
救
命
士
の
養
成
研
修
等
を
実
施
す
る
。

〇
消
防
防
災
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
運
航
事
業

  
62
2,
0
58

千
円

重
点

＜
廃
炉
に
向
け
た
取
組
の
監
視
及
び
情
報
発
信
等
＞

○
緊
急
時
・
広
域
環
境
放
射
能
監
視

事
業

1
,6
38
,6
7
8千

円

県
内
全
域
で
環
境
放
射
線
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
き
め
細
か
く
実
施
し
、

測
定
結
果
を
分
か
り
や
す
く
公
表
す
る
。

重
点

＜
環
境
放
射
線
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
実
施
＞

○
原
子
力
防
災
体
制
整
備
事
業

6
06
,
23
9
千
円

原
子
力
発
電
所
の
不
測
の
事
態
に
備
え
、
資
器
材
の
整
備
や
原
子
力

防
災
訓
練
の
実
施
な
ど
原
子
力
防
災
体
制
の
整
備
を
行
う
。

重
点＜
原
子
力
防
災
体
制
の
強
化
＞

＜
小
売
店
と
連
携
し
た
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
＞

＜
福
島
県
防
災
ア
プ
リ
＞

＜
地
区
防
災
計
画
策
定
支
援
＞

＜
防
災
タ
イ
ム
ラ
イ
ン
策
定
に
向
け
た

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
＞

＜
総
合
防
災
訓
練
＞

＜
備
蓄
物
資
＞

＜
女
性
消
防
団
員
研
修
会
＞

＜
消
防
防
災
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
＞

＜
現
地
駐
在
員
に
よ
る
監
視
＞

＜
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
＞

＜
原
子
力
防
災
訓
練
＞
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令和８年度危機管理部の事業計画

事業名
R8当初予算額
(単位：千円)

内 容 担当課

災害対策課

１

２

　自立防災活動促進事業
①防災プロモーション

災害時応援協定を締結している小売店等において防災クイズの実施
及び協力店舗で防災用品・備蓄食料を展示、販売する防災ブースの設
置を行い県民に広く防災啓発を行う。
②体験型学習

原子力災害対策重点区域13市町村内の避難所や防災施設で、防災に
関する知識・技能を習得するレクリエーション方式の体験型学習を行
う。
③防災アプリアクティブユーザー講習会

県防災アプリのアクティブユーザー増加のため、利用者向けの講習
会等を実施する。
④防災教室

基本的な防災知識講座に加え、実践的な体験型講座を実施し、県民
の避難能力の向上を図る。
　地域防災活動促進事業
①人材育成

自主防災組織等のリーダーや地域防災サポーターを対象とした研修
会(自主防災組織リーダー研修会、地区防災計画策定に係る研修会)を
実施する。
②防災活動の活性化

地区防災計画の策定に係るワークショップを県が伴走型で支援し、
各市町村における地区防災計画策定の取組みを促進する。
③防災組織の機能強化

自主防災組織等が実施する訓練や活動、資機材の整備に係る費用を
補助する。
④地域防災サポーターの活用

地区防災計画の策定支援や自主防災組織が行う訓練の指導、住民向
けの防災講話などの各事業で活用する地域防災サポーターの活動費用
を支援する。

災害対策課

１

２

　いのちを守る啓発事業
　災害時に被害が生じる可能性が高いハザードマップの災害リスクエ
リアに居住する県民を中心に、マイ避難シートの作成を行う講習会を
実施することで、マイ避難の実践促進を図る。
　防災ＤＸ保守管理事業
　防災アプリの機能改修や保守管理を行う。

１

２

　総合防災イベント
　県民に対し、さまざまな防災に関する知識や避難行動の定着につな
げるため、体験型の総合防災イベントを開催する。
　防災啓発推進事業

メディアと連携し、県民全体に行き届く広報を実施するほか、若い
世代の防災に対する意識醸成を進めるため、若者の視点を活かした防
災啓発を実施する。

　県民一人一人の防災意識の向上を図るとともに、町内会・自主防災組織
など地域における防災活動の活性化を図ることで地域防災力の向上につな
げる。

　自然災害から県民一人ひとりの命を守るために、県民自らが災害を自分

(1) 県民の防災意識の向上

１　自助・共助による備えの促進

　 そなえるふくしま推
   進事業

37,739

災害対策課

　《重点》
 　地域防災力強化支援
　 事業

31,803

災害を自分事と捉え、県民自らがの防災行動の促進につなげるため、防災
に関する啓発を実施する。

危機管理課

　 災害からいのちを守
   る事業

36,999
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事業名
R8当初予算額
(単位：千円)

内 容 担当課

１

２

　自立防災活動促進事業
①防災プロモーション

災害時応援協定を締結している小売店等において防災クイズの実施
及び協力店舗で防災用品・備蓄食料を展示、販売する防災ブースの設
置を行い県民に広く防災啓発を行う。
②体験型学習

原子力災害対策重点区域13市町村内の避難所や防災施設で、防災に
関する知識・技能を習得するレクリエーション方式の体験型学習を行
う。
③防災アプリアクティブユーザー講習会

県防災アプリのアクティブユーザー増加のため、利用者向けの講習
会等を実施する。
④防災教室

基本的な防災知識講座に加え、実践的な体験型講座を実施し、県民
の避難能力の向上を図る。
　地域防災活動促進事業
①人材育成

自主防災組織等のリーダーや地域防災サポーターを対象とした研修
会(自主防災組織リーダー研修会、地区防災計画策定に係る研修会)を
実施する。
②防災活動の活性化

地区防災計画の策定に係るワークショップを県が伴走型で支援し、
各市町村における地区防災計画策定の取組みを促進する。
③防災組織の機能強化

自主防災組織等が実施する訓練や活動、資機材の整備に係る費用を
補助する。
④地域防災サポーターの活用

地区防災計画の策定支援や自主防災組織が行う訓練の指導、住民向
けの防災講話などの各事業で活用する地域防災サポーターの活動費用

１

２

３

　ふくしまタイムライン防災促進事業
　防災タイムラインを策定するための会議の開催や、運営支援ツール
を作成することで、防災タイムラインを策定する。
　ふくしま防災リーダー育成事業
　地域防災サポーターが「ふくしま防災リーダー」として防災タイム
ラインの作成等を主導できるよう、育成システム等の検討を行う。

リアルタイム津波浸水被害予測システム運用事業
発生した地震に基づいて侵水域や起こりえる被害を予測するシステ

ムを導入する。

危機管理課

１

２

　県国民保護訓練事業
　国民保護法に基づき、県総合防災訓練と連携を図りながら、国民保
護措置を的確かつ迅速に実施するための訓練を実施する。
　国民保護共同訓練事業
　国・地方公共団体の対策本部の運営及び相互の連絡調整、警報の通
知、避難の指示など、国民の保護のための措置について、関係機関と
の緊密な連携の下、迅速かつ適切な対処・措置能力の向上を図るため
の訓練を国・市町村と共同で実施する。

危機管理課

１

２

　国民保護協議会運営事業
　国民保護法に基づき、県における国民の保護のための措置に関する
重要事項を審議する福島県民等保護協議会を開催する。
　国民保護計画運営事業
　国民保護法に基づき、国民の保護のための措置の総合的な推進等に
ついて定める福島県民等保護計画の変更、推進を行う。

　 国民保護訓練 2,111

(2) 地域防災力の向上

　《重点》
　 地域防災力強化支援
   事業（再掲）

31,803

　県民一人一人の防災意識の向上を図るとともに、町内会・自主防災組織
など地域における防災活動の活性化を図ることで地域防災力の向上につな
げる。

災害対策課

　国民保護法に基づき、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、関
係機関と連携した訓練を実施する。

国民保護推進事業 982

　国民保護法に基づく福島県民等保護協議会の運営、福島県国民保護基本
計画の推進により、当県の国民の保護のための措置に関する施策を総合的
に促進する。

　《重点》
　 防災行動計画促進事
   業

29,133

災害発災前の備えから発災後の応急対策に至るまでの防災行動計画を策定
し、県、市町村、関係機関が相互に共有することで、迅速な意思決定と連
携強化を図る。

災害対策課

(3) 自助・共助・公助の連携強化

２　公助による備えの充実・強化

(1) 危機管理・防災力の一層の強化

①国民保護の推進

危機管理課
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事業名
R8当初予算額
(単位：千円)

内 容 担当課

１

２

３

４

　推進会議運営経費
　福島県安全で安心な県づくりの推進に関する条例に基づき、県にお
ける安全・安心の取組の推進を図るため、有識者等から意見や助言を
求める推進会議を開催する。
　業務継続計画推進経費
　大規模災害等の非常時においても県が優先的に遂行すべき業務の継
続を図るために策定した業務継続計画について、その実効性を確認・
検証するなど、必要な見直しを行う。
　また、市町村における業務継続計画の策定を支援し、県民の安全・
安心の推進を図る。
　国土強靱化推進経費
　国土強靱化基本法に基づき、いかなる自然災害等が起こっても機能
不全に陥らず、強くしなやかな地域づくりに向け、福島県国土強靱化
地域計画に基づき、強靱化施策の進捗を管理するとともに、市町村に
おける国土強靱化地域計画の策定を支援する。
　危機管理セミナー
　危機対応の知識の習得や組織による危機対応力の強化を図るため、
外部の専門家を講師とした研修を実施する。

県総合防災訓練の実施負
担金

2,431 災害対策課

１

２

３

　ふくしまタイムライン防災促進事業
　防災タイムラインを策定するための会議の開催や、運営支援ツール
を作成することで、防災タイムラインを策定する。
　ふくしま防災リーダー育成事業
　地域防災サポーターが「ふくしま防災リーダー」として防災タイム
ラインの作成等を主導できるよう、育成システム等の検討を行う。

リアルタイム津波浸水被害予測システム運用事業
発生した地震に基づいて侵水域や起こりえる被害を予測するシステ

ムを導入する。

１

２

　ふくしま災害時相互応援チーム体制強化事業
　ＦＳＵＴの体制強化のため、受援体制の構築など災害対応業務全般
に知見を有した人材を養成すること及び住家被害認定調査の知見を有
した調査員や調査計画を策定するなどのマネジメントをできる人材を
養成するための研修会を実施する。
　災害ケースマネジメント推進事業
　災害発生時に法務、福祉、建築等の専門家の知見を活用し、県内市
町村が災害ケースマネジメント（被災者の状況に応じたきめ細やかな
支援）を実施するための体制づくりへの支援を行う。

１

２

３

４

５

　災害時情報伝達強化事業
　災害時における市町村の被災状況等をいち早くかつ細やかに収集分
析し、県の災害対応を速やかに実施するとともに当該対応を即座に市
町村へ伝達するために必要な情報収集・伝達手段を確保するための資
機材を整備する。
　災害時燃料備蓄事業
　緊急車両や避難所等に優先的に燃料を供給するため、災害時中核給
油所及び小口配送拠点に燃料を備蓄する。
　避難行動要支援者個別避難計画作成支援事業
　市町村における避難行動要支援者の個別避難計画作成及び実効性確
保を支援するため、全市町村を対象にした研修会等を開催するととも
に、個別訪問や地区防災計画と連携した作成支援等、各市町村の進捗
状況に応じた伴走型支援を実施する。
　地域防災サポーター養成事業
　防災士を養成し、地域防災サポーターとして登録し、自主防災組織
の活動支援やマイ避難推進講習会を実施することにより、地域防災力
の向上を図る。

トイレトレーラー運営管理事業
県主催のイベントや防災訓練にトイレトレーラーを派遣し、職員の

運用習熟を図るとともに、災害時のトイレ確保に係る普及啓発を実施
する。

《重点》
被災者生活再建支援体制
推進事業

9,740

　ふくしま災害時相互応援チーム（ＦＳＵＴ）の体制強化により、早期の
被災者支援を実現するとともに、災害ケースマネジメントの実施体制を構
築するための支援を行う。

防災対策支援事業 25,759 災害対策課

　県及び市町村が迅速かつ的確に災害対応できるように支援し、防災対策
を強化するため。

③防災訓練

④防災体制の推進

防災企画推進事務経費 1,586

　危機対応に関する各種計画を推進し、県全体の危機対応力の向上を図る
ことにより、県民の安全・安心を確保する。

危機管理課

災害対策課

　災害に備えて防災関係機関の連携強化や地域住民の防災意識の高揚を図
るため、県総合防災訓練及び地方総合防災訓練（５方部）を実施する。

　《重点》
　 防災行動計画促進事
   業

29,133

災害発災前の備えから発災後の応急対策に至るまでの防災行動計画を策定
し、県、市町村、関係機関が相互に共有することで、迅速な意思決定と連
携強化を図る。

災害対策課

②危機管理の推進
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事業名
R8当初予算額
(単位：千円)

内 容 担当課

災害対策本部事務局強化
事業

9,504 災害対策課

防災対応体制強化事業 3,824 災害対策課

火山防災対策事業 1,791 災害対策課

吾妻山火山シェルター整
備事業

45,000 災害対策課

孤立集落支援体制事業 5,848 災害対策課

地震被害想定調査事業 621 災害対策課

１

２

３

　募集広報の企画及び実施
　自衛官募集のためのパンフレットを作成する。
　募集事務関係会議
　県内募集連絡会議を開催する。
　市町村に対する募集事務指導
　自衛官募集事務に関して、市町村や東北方面総監部との連絡調整を
行う。

自衛隊災害派遣事務経費 73 災害対策課

林野火災用消防資機材等
更新事業

3,297 消防保安課

災害見舞金交付事業 3,500 災害対策課

防災会議の開催経費 551 災害対策課

全国瞬時警報システム
（Ｊアラート）保守管理
事業

445 危機管理課

危機管理センター保守管
理事業

5,423 危機管理課

総合情報通信ネットワー
ク保守管理事業

108,191 災害対策課

　頻発化・激甚化している災害に備え、県の災害対策本部事務局の体制強
化を図る。

　県と県内市町村で締結した相互応援協定に基づき、被災市町村の災害対
応業務の円滑な実施のため県職員の応援派遣を実施する。

　活動が活発な火山である吾妻山において、いつ起こるか分からない噴火に備
え、登山者・観光客の生命を守るため、火山シェルターを整備する。

⑨防災システム等の管理・整備

　福島県危機管理センターに整備している映像・音響設備を適正な状態に
維持するため、保守管理を行う。

　風水害、地震、津波等の自然災害に備えるため、自衛隊行事に出席する
等、平常時から自衛隊との連携強化を図る。

　孤立する可能性のある集落を対象とした周辺環境等調査結果をもとに、
各関係機関の役割を明確にした支援計画を作成する。

　火山災害から住民や登山者・観光客等の安全を確保するため、火山防災
協議会の関係機関が連携して火山活動状況に関する情報共有や警戒避難体
制の整備等について協議を行うとともに、火山防災訓練や防災啓発の取組
等により火山防災対策を推進する。

　地震・津波被害想定調査結果を活用した資料等により、啓発を実施する
とともに、沿岸市町と連携した津波防災訓練を実施する。

　災害時等の情報伝達のために整備された県総合情報通信ネットワーク等
の保守管理を行う。

募集広報の企画及び実施 1,000

⑤自衛官募集

⑥自衛隊災害派遣

⑦防災事務指導

⑧防災会議

　大規模林野火災が発生した場合に備え、陸上自衛隊の駐屯地に配備して
いる林野火災用消防資機材の更新・点検等を実施する。

災害対策課

　国からの緊急情報を即座に受信するため導入している全国瞬時警報シス
テム（Ｊアラート）について、必要な保守点検を行う。

　自衛隊法に基づき、自衛官の募集に関する事務の一部を行う。

　災害救助法が適用された市町村が所在する他の都道府県に対して、災害
見舞金を交付する。

　災害対策基本法に基づき、県地域防災計画の修正と計画を推進するた
め、防災会議を開催する。
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事業名
R8当初予算額
(単位：千円)

内 容 担当課

総合情報通信ネットワー
ク運営管理事業

127,517 災害対策課

総合情報通信ネットワー
ク整備事業

90,089 災害対策課

福島県総合防災情報シス
テム運用保守事業

28,377 災害対策課

災害救助基金の積立 42,451 災害対策課

災害弔慰金等の支給・
貸付

9,125 災害対策課

被災者住宅再建支援事業 10,000 災害対策課

被災者生活再建支援基金
への拠出

596,025 災害対策課

備蓄物資整備事業 41,323 災害対策課

原子力災害等復興基金積
立事業

197 危機管理課

１

２

３

４

　広報活動強化事業
　市町村自らが消防団員確保につながる広報活動に取り組めるよう広
報研修会の開催や総合防災イベントで啓発することで、新規団員の確
保につなげる。
　女性の入団促進事業
　女性をはじめ多様な視点から消防団の在り方を検討するワーク
ショップを開催し、女性団員の入団を促進する。

事業所との連携強化事業
消防団協力事業所表示制度未導入市町村向けの研修会の開催や制度

導入を目指す市町村に対しての支援を行う。
　避難地域消防団再編支援事業
　消防団員の確保が困難な状況が続いていることから、他消防団、常
備消防、自主防災組織等、関係機関との連携体制の強化及び構築に向
けた支援を行うとともに、他消防団の先進事例や課題の共有等を目的
とした避難地域消防団再編会議の実施を通じ、地域防災力の維持を図
る。

１

２

　消防団組織活性化支援企業募集事業
　市町村と連携した事業所訪問や広報活動により、消防団の活動を支
援する「消防団協力事業所」や、消防団員のほか消防団協力事業所を
支援する「ふくしま消防団サポート企業」を募集し、消防団へ入団し
やすい環境づくりを行う。
　消防団維持・確保事業
　消防団維持・確保事業取組等の紹介を行うため、消防庁の消防団等
充実強化アドバイザーを交えた研修会を開催する。

　災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、遺族に対する災害弔慰金等
の支給や被災者に対する災害援護資金の貸付を行う。

　東日本大震災や令和元年東日本台風等の教訓を踏まえ、災害発生初期の
避難者への生活物資の供給に対応するため、食料や生活必需物資の備蓄及
び保管管理を行う。

　自然災害による全壊、大規模半壊及び中規模半壊等の住宅被害に対し、
被災者生活再建支援法が適用とならない被災者の早期の住宅再建を支援す
るため、市町村と連携しながら支援金を支給する。

⑪備蓄

⑩救助

　災害救助法に基づき、救助に要する費用の財源を積み立てるとともに、
基金を運用する。

　県総合情報通信ネットワークの通信設備等の適正な運営管理を行う。

　県総合情報通信ネットワーク等について、老朽化や通信サービス終了に
伴い撤去工事を実施する。

　福島県総合防災情報システムの稼働監視、バックアップ、セキュリティ
対策及び各種機能の改修を実施する。

消防保安課

消防団入団促進支援事業 332

　消防団への加入促進に向けた次の事業を行う。

消防保安課

消防団員減少に伴う地域防災力の低下が懸念されることから、若者や女性
の消防団入団促進につなげるとともに、事業所との連携強化や避難地域の
体制強化などを通じて、地域防災力の充実を図る。

①消防事務

(2) 消防力の強化

《重点》
ふくしま消防力強化事業

5,710

⑫寄付金積立

　東日本大震災の被災地域の復旧復興事業を行うためにいただいた寄附金
に係る資金運用により発生する利子を原子力災害等復興基金に積み立て
る。

　自然災害により生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相
互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給す
るための基金への追加拠出を行う。
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事業名
R8当初予算額
(単位：千円)

内 容 担当課

１ 　消防事務指導事業
・火災予防運動絵画・ポスターコンクール
・消防設備士免状交付・講習業務
・消防大会表彰
・叙勲、褒章業務　等

２ 　消防広域化推進事業
　消防の連携・協力について検討を行う。

県消防協会指導事業補助
金

1,500 消防保安課

危機管理部派遣職員経費 8,245 消防保安課

緊急消防援助隊後方支援
体制強化事業

8,000 消防保安課

県消防操法協議大会開催
事業

1,374 消防保安課

消防防災ヘリコプター運
航事業

622,058 消防保安課

消防防災航空センターの
運営

21,110 消防保安課

全国航空消防防災協議会
経費

400 消防保安課

消防防災ヘリコプター運
航連絡協議会事業

6,799 消防保安課

消防防災航空隊派遣職員
の交代に伴う経費

3,668 消防保安課

教育訓練事業経費 116,378 消防保安課

消防学校派遣教官経費 60,493 消防保安課

消防学校維持管理費 197,182 消防保安課

　県内消防本部の隊員が緊急消防援助隊として出動する場合において、迅
速かつ円滑に活動ができるよう支援体制を構築する。

　消防団員の基礎的な消防操法訓練を通して、消防技術の向上や消防活動
の円滑なす意向を図るため、大会の実施に必要な資機材を整備する。

　消防防災ヘリコプターにより、空からの広域的かつ機動的な消防防災活
動を実施する。

　消防防災ヘリコプターを管理・運用する消防防災航空センターを運営す
る。

　消防防災ヘリコプターを保有する都道府県及び政令指定都市で組織する
全国航空消防防災協議会に加入し、ヘリコプター保有機関の連携に関する
調査研究、航空隊員の資質向上のための研修に参加する。

消防事務指導経費 15,989

　消防事務の指導に係る次の事業を行う。

消防保安課

　多様化する傾向にある各種災害に、適切かつ迅速に対応でき得る消防職
員、消防団員等を養成するため、教育訓練等を実施する。

・教育訓練事業経費
・消防資機材の購入

教育訓練で使用する資機材を整備する。
・消防車両の購入

教育訓練で使用する消防ポンプ自動車を更新する。

　消防学校における教務体制の充実強化を図るため、派遣教官の人件費を
負担金として派遣元の消防本部（市又は組合）へ交付する。

　消防学校の維持管理を行う。

　派遣期間の満了により交替する航空隊員の赴任旅費及び装備品等の購入
を行う。

　消防防災ヘリコプターによる本県消防防災航空体制の強化のために、県
内各広域消防本部から派遣されている航空隊員の人件費相当額を協議会を
通じて補助する。

　消防協会の会員である消防団員及び消防職員の資質の向上と消防に関す
る知識・技術の習得を図るとともに、消防思想の一層の普及を図り、もっ
て消防活動の促進に寄与するために当該協会に事業費補助を行う。

　消防本部との連携強化に向け、派遣職員の人件費を負担金として派遣元
の消防本部へ交付する。

②防災ヘリ

③消防学校
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事業名
R8当初予算額
(単位：千円)

内 容 担当課

１

２

３

　危険物規制事務経費
　消防法に規定する都道府県における危険物規制事務を行う。
　危険物取扱者免状交付業務委託

・危険物取扱者試験の合格者等からの申請に対し、危険物取
扱者免状を交付する。
・（一財）消防試験研究センターへの委託による免状交付事
務を実施する。
危険物取扱者保安講習業務委託
(一財)福島県危険物安全協会連合会への委託による危険物取

扱者保安講習を実施する。

１

２

３

　救急救命士養成事業
　各消防本部に対し、地域の実情に応じた救急救命士の救急隊への配
置計画及び救急救命士養成計画の作成を促し、それを実効性あるもの
とするための補助を行う。
　検証医等養成・救急業務指導者講習会
　救急救命に携わる検証医及び指示医に必要な知識及び技術を習得し
てもらうための研修会、ﾒﾃﾞｨｶﾙｺﾝﾄﾛｰﾙ体制の専門的な事項を検討する
ための専門部会を開催する。
　（一財）救急振興財団運営負担金
　救急救命士の養成機関である財団の運営経費を負担する。

傷病者搬送受入協議会 1,120 消防保安課

電気工事業者登録及び立
入検査等実施事務費

3,195 消防保安課

鉄砲・火薬類取締等事務
経費

805 消防保安課

高圧ガス取締事務経費 21,845

１

２

３

　高圧ガス取締事務経費
　高圧ガス保安法及び液化石油ガス法に基づく許認可申請等の審査、
検査を実施するとともに事業者に対する立入検査による法令違反の是
正、講習会での講演等での啓発を行い、災害の未然防止を図る。
　高圧ガス保安員設置経費
　一部地方振興局に高圧ガス保安員を設置して、保安検査等の業務に
従事させる。
　高圧ガス関係免状交付事務委託
　知事が交付する高圧ガス製造保安責任者免状、販売主任者免状、液
化石油ガス設備士免状の交付等事務を法定委託機関である高圧ガス保
安協会へ委託する。

消防保安課

県石油コンビナート総合
防災訓練

631 消防保安課

石油コンビナート地区災
害対策事務指導経費

181 消防保安課

　石油コンビナート等災害防災法に基づき、県内の石油コンビナート等特
別防災区域に係る災害の発生の防止及び応急対策の充実を図るため、訓練
を実施する。

　消防危険物安全普及
　経費

29,215

　危険物規制事務の円滑化及び統一性の確保のため、以下の事業を行う。

消防保安課

④危険物規制

27,641

　救急業務の高度化を推進し、救命率の向上を図るため、救急救命士の養
成等を行う。

消防保安課救急高度化推進事業

　石油コンビナート等防災本部の運営を行う。

　火薬類製造（取扱）保安責任者試験に合格した者に対して免状の交付を
行う。
　また、火薬類取締法に基づく許認可申請等の審査、検査を実施するとと
もに、事故、災害の発生防止を図るため、事業者に対する立入検査による
法令違反の是正、講習会での講演等を行う。

⑤救急高度化の推進

⑥電気工事業の保安指導

⑦火薬類の取締り及び保安指導

　消防機関、医療機関、学識経験者などで構成される福島県傷病者搬送受
入協議会を開催し、「傷病者の搬送及び受入の実施に関する基準」の見直
しを行う。

　電気工事士試験（一種、二種）に合格し、要件を満たしたものに対して
免状の交付を行う。
　また、電気工事業法に基づく登録申請等の審査を行うとともに、事故、
災害の発生の防止を図るため、立入検査により法令違反の是正を行う。

⑧高圧ガス等の取締り及び保安指導
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事業名
R8当初予算額
(単位：千円)

内　　　　　容 担当課

原子力発電所の安全確認 36,675 原子力安全対策課

現地駐在の運営 8,383 原子力安全対策課

１

２

３

　原子力発電所の状況や廃炉に向けた取組及び県の監視の取組等をイ
ンターネットや広報紙を通じて県民へ情報提供。
　原子力発電所からの通報処理（夜間休日を含めたＦＡＸ等の送受
信）
　放射線測定機器（個人線量計・サーベイメータ）や通信機器（携帯
電話等）の維持管理。

1

２

　空間線量率の測定
　モニタリングポスト（４２か所）により、常時監視を行う。
　核種分析
　海水や大気浮遊じん等に含まれる放射性物質の測定を行う。
　ＡＬＰＳ処理水の海洋放出に伴い、福島第一原子力発電所近傍にお
いて、海水のモニタリングを行う。

１

２

３

４

　定点測定
　学校、公園、観光地等の人が多く集まる場所や生活圏における空間
線量率をサーベイメータにより測定する。
　走行サーベイ
　車両やバスに、ＧＰＳ機能と連動した測定機器を搭載し、生活道路
上の空間線量率を測定する。
　リアルタイム線量測定システム等
　リアルタイム線量測定システム（１００台）及び可搬型モニタリン
グポスト（１台）により、避難指示区域等の空間線量率を常時測定す
る。
　核種分析
　海水や大気等に含まれる放射性物質の測定を行う。

水準調査 44,192 原子力防災課

環境放射能監視結果の広
報

62,531 原子力防災課

環境放射線モニタリング
対策補助金

176,972 原子力防災課

緊急時通信連絡体制整備 208,354 原子力防災課

原子力防災資機材整備 226,438 原子力防災課

　原子力発電所の安全が確保されるよう、専門家及び関係市町村で構成す
る「廃炉安全監視協議会」による立入調査等のほか、県民の目線で確認す
ることを目的に設置した「廃炉安全確保県民会議」を開催し、廃炉に向け
た取組状況等を確認する。
　加えて、原子力職員研修等を実施し、職員の専門性向上を図る。

  諸外国の核実験や福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性
物質の影響を把握するため、全国調査の一環として、原子力規制庁からの
委託により実施するものであり、空間線量率や降下物、大気浮遊じん等に
含まれる放射性物質の測定を行う。

　モニタリング結果をホームページにより県民に分かりやすく情報発信す
るため、福島県放射能測定マップの運用を行う。

  避難１２市町村が住民ニーズ等を踏まえ実施するモニタリングに対し、
補助金を交付する。

　廃炉に向けた取組状況のほか、原子力発電所のトラブルの状況等を迅速
に把握するため、大熊町に駐在する現地職員が、直接、原子力発電所から
の情報収集、連絡調整を行う。

原子力防災課

　緊急時に応急対策を行う災害活動従事者の活動支援及び安全確保のため
の資機材を整備する。

《重点》
 (1) 廃炉に向けた取組の監視及び情報発信等

《重点》
 (2) 環境放射線モニタリングの実施

《重点》
 (3) 原子力防災体制の強化

全県モニタリング 484,275

　福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質による影響の
推移を把握するため、県内各地においてモニタリングを行う。

原子力防災課

発電所周辺監視 870,708

　原子力発電所から放出される放射性物質を監視するため、原子力発電所
の周辺地域においてモニタリングを行う。

３　原子力発電所周辺地域の安全確保

　原子力災害対策重点区域市町村及び国・関係機関との連絡手段を確保す
るため、緊急時連絡網システムの維持管理を行う。

広報・調査事業 28,888

　原子力発電所の状況等の情報提供や県の監視の取組について、情報収集
及び県民への情報提供等を行う。

原子力安全対策課
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事業名
R8当初予算額
(単位：千円)

内 容 担当課

緊急時対応研修 6,717 原子力防災課

原子力防災訓練 24,998 原子力防災課

原子力災害対策計画の見
直し

42,547

１

２
３

　県地域防災計画（原子力災害対策編）について、国の防災基本計画
や原子力災害対策指針等を踏まえた見直しを行うとともに、市町村計
画の修正作業を支援する。
　隣接県と広域避難のための調整等を実施する。
　原子力災害に備える情報サイトの維持管理を行う。

原子力防災課

オフサイトセンター保守
整備

97,185 原子力防災課

　県職員や市町村職員、消防・警察職員等の原子力防災業務従事者が原子
力防災に関する知識や実務を習得するための研修を実施する。

オフサイトセンター（原子力災害対策センター）の維持管理を行う。

　原子力災害対策特別措置法及び県地域防災計画（原子力災害対策編）に
基づき、緊急時における関係機関の連携体制の確認、関係者の防災技術の
習熟、地域住民の防災意識の向上のための訓練を実施する。
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月 大会等名称　※（）内は実施日・期間 開催場所 参集範囲 担当課・室

熱中症予防強化キャンペーン（4/1～9/30） 消防保安課

第311回福島県災害対策本部員会議
福島市（危機管理
センター）

災害対策本部員 災害対策課

庁内防災連絡員会議
福島市（危機管理
センター）

各所属が指定する職員 災害対策課

市町村防災担当者会議
福島市（危機管理
センター）ほか

市町村 災害対策課

５月
第２回災害ケースマネジメント推進ネット
ワーク会議

福島市（危機管理
センター）

庁内関係課、市町村、
関係士業等団体

災害対策課

令和８年度福島県消防殉職者等慰霊祭
（6/5）

南相馬市
各消防団、
消防関係機関・団体

消防保安課

第79回福島県消防大会（6/6） 南相馬市
各消防団、
消防関係機関・団体

消防保安課

危険物安全週間（6/7～6/13） 消防保安課

７月 第１回福島県安全で安心な県づくり推進会議
福島市（危機管理
センター）

福島県安全で安心な県
づくり推進会議委員、
関係課

危機管理課

火山防災の日（8/26） 災害対策課

第46回福島県消防操法大会（8/30）
福島市（消防学
校）

各市町村消防団、
消防関係機関

消防保安課

防災の日（9/1）及び
防災週間（8/30～9/5）

災害対策課

９月 救急の日（9/9） 消防保安課

高圧ガス保安活動促進週間 消防保安課

福島県総合防災訓練（図上）（10/9）
福島市（危機管理
センター）

市町村、関係機関 災害対策課

福島県総合防災訓練（避難所）（10/9～
10/10）

福島市（クラウン
アリーナ）

市町村、関係機関 災害対策課

第１　 令和８年度の主要な行事予定

４月

８月

６月

10月
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月 大会等名称　※（）内は実施日・期間 開催場所 参集範囲 担当課・室

ＬＰガス消費者保安月間 消防保安課

福島県総合防災訓練（実動）
津波防災の日、世界津波の日（11/5）

ふくしまロボット
テストフィールド
（南相馬市）

市町村、関係機関 災害対策課

総合防災イベント「そなえる・ふくしま
2026」（11/28）

イオン小名浜、ア
クアマリンパーク

市町村、関係機関 危機管理課

原子力防災訓練（住民避難訓練等）
（11/28）

広野町（小野町） 市町村、関係機関 原子力防災課

秋季全国火災予防運動（11/9～11/15） 消防保安課

12月

１月
防災とボランティアの日（1/17）及び
防災とボランティア週間（1/15～1/21）

災害対策課

第２回福島県安全で安心な県づくり推進会議
福島市（危機管理
センター）

福島県安全で安心な県
づくり推進会議委員、
関係課

危機管理課

火山防災協議会（３山合同）
福島市（危機管理
センター）

吾妻山・安達太良山・
磐梯山火山防災協議会

災害対策課

春季全国火災予防運動（3/1～3/7） 消防保安課

福島県防災会議
福島市（危機管理
センター）

防災会議委員 災害対策課

３月

11月

２月
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開催場所 開催時期 参集範囲

危機管理セミナー
福島市（危機管理セン
ター）

７月中旬
新任次長、新任課長ほ
か

弾道ミサイルを想定した住民避難訓練 会津坂下町 11月28日
内閣官房、消防庁、国
見町ほか

国民保護共同図上訓練 未定 １月
内閣官房、消防庁、市
町村ほか

令和８年度避難指示区域内における大規模火
災対応訓練

双葉郡葛尾村 10月中旬
各消防本部、緊急消防
援助隊等

令和８年度緊急消防援助隊福島県大隊合同訓
練

南相馬市 11月4日～5日 各消防本部

令和８年度緊急消防援助隊関東ブロック合同
訓練

栃木県 11月10日～11日
各消防本部、緊急消防
援助隊等

第７回緊急消防援助隊全国合同訓練 宮城県 11月13日～15日
各消防本部、緊急消防
援助隊等

令和８年度消防団員確保対策研修会
福島市（危機管理セン
ター）

12月予定 市町村担当者等

令和８年度高圧ガス保安講習会 郡山市 2月上旬
関係機関、県内高圧ガ
ス事業者

防災タイムライン推進会議
福島市（危機管理セン
ター）及びオンライン

４月23日
市町村、警察、消防、
自衛隊、国機関等

防災タイムライン部会（風水害等）（いわ
き）

いわき市 ５月
市町村、警察、消防、
自衛隊、国機関等

防災タイムライン部会（風水害等）（県北、
県中）

県北、県中管内 ６月
市町村、警察、消防、
自衛隊、国機関等

災害救助法研修会
福島市（危機管理セン
ター）

６月
市町村・リエゾン指定
職員等

災害対策本部事務局指定職員訓練
福島市（危機管理セン
ター）

６月
災害対策本部事務局指
定職員

防災タイムライン部会（風水害等）（相双、
県南）

相双、県南管内 ７月
市町村、警察、消防、
自衛隊、国機関等

第１回自主防災組織リーダー研修会 郡山市 ７月 自主防災組織

市町村長防災危機管理ラボ
福島市（危機管理セン
ター）

７月 市町村

市町村職員防災力強化専門研修
福島市（危機管理セン
ター）

７月 市町村

「防災スペシャリスト養成」地域研修（住家
被害認定調査関係）

郡山市（及びオンライン） ７月 市町村、関係機関

安達太良山夏季火山防災訓練
福島市（危機管理セン
ター）

７月
安達太良山火山防災協
議会関係機関

第１回個別避難計画作成推進研修会
オンラインまたはハイブ
リッド

８月
市町村、福島県社会福
祉協議会

第２　 令和８年度の主要な訓練・研修事業

１　危機管理課

２　消防保安課

３　災害対策課

訓練・研修事業
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防災タイムライン部会（風水害等）（会津若
松、南会津）

会津若松、南会津管内 ９月
市町村、警察、消防、
自衛隊、国機関等

災害ケースマネジメント基礎研修会 ハイブリッド開催 ９月
庁内関係課、市町村、
社協、関係士業団体

第２回自主防災組織リーダー研修会 会津若松市 ９月 自主防災組織

防災タイムライン部会（風水害等）（いわ
き）

いわき市 10月
市町村、警察、消防、
自衛隊、国機関等

住家被害認定調査研修会 未定 10月 市町村

災害ケースマネジメント実践型研修会 浜・中・会津 10月～11月
庁内関係課、市町村、
社協、関係士業団体

令和８年度福島県総合防災訓練（図上訓練）
福島市（危機管理セン
ター）

10月９日
災害対策本部事務局指
定職員、市町村、関係
機関

令和８年度福島県総合防災訓練（避難所訓
練）

福島市（ふくしまクラウン
アリーナ）

10月９日～10日 市町村、関係機関

防災タイムライン部会（雪害）（会津若松・
南会津）

会津若松管内 11月
市町村、警察、消防、
自衛隊、国機関等

第２回個別避難計画作成推進研修会
オンラインまたはハイブ
リッド

11月
市町村、福島県社会福
祉協議会

安達太良山冬季火山防災訓練
福島市（危機管理セン
ター）等

11月
安達太良山火山防災協
議会関係機関

令和８年度福島県総合防災訓練（実動訓練） 南相馬市 11月５日 関係機関

防災タイムライン部会（雪害）（県北・県
中）

県中管内 12月
市町村、警察、消防、
自衛隊、国機関等

原子力防災訓練（住民避難訓練等） 広野町（小野町） 11月28日 関係機関

原子力防災訓練（県災害対策本部運営訓練
等）

福島市（危機管理セン
ター）・南相馬市（原子力
災害対策センター）

１月 関係機関

４　原子力防災課
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第１  福島県危機管理基本方針 

平成２７年６月 

（平成２９年４月 一部改正） 
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はじめに 

本県は、東日本大震災及び原子力災害（以下「大震災」という。）の教訓を踏ま

え、危機対応力をより一層高め、県民の安全・安心の確保を図るため、平成２７年

４月に危機管理部を設置した。 

危機管理部は、これまで知事直轄（総合安全管理室）が担ってきた総合的な安全

管理に関する調整機能と、生活環境部（県民安全総室）が有していた消防保安、災

害対策、原子力安全対策に関する実務機能を統合し、一体化することにより、これ

まで以上に情報集約・共有化を図り、危機に迅速かつ的確に対応する組織として再

編された。 

また、大震災以降、県民の生活環境や県行政をとりまく環境は大きく変化し、過

去に経験のない様々な危機事象も発生している。このような危機事象が発生し、又

は発生するおそれがある場合に、その対応の遅れが、被害の拡大や二次的な危機を

招きかねず、県民や関係者に対して大きな影響を及ぼすこととなる。 

職員一人一人が、大震災から４年を経過した今もなお有事であることを強く自覚

した上で、県民の安全・安心を確保するため、日頃から組織的に危機管理に当たっ

ていくことが必要であり、復興はその意識・自覚・行動の積み重ねの先にある。 

  今後は、この方針の下、県民の生命、身体及び財産を守るため、警察、市町村、

消防、国等の関係機関と連携しながら、県の組織をあげて危機事象に迅速かつ適切

に対応していく。 
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第１ 総則 

１ 目的 

 この方針は、本県やその周辺において危機が発生し、又は発生するおそれがあ

る場合に、県民の生命、身体及び財産への被害を防止・軽減し、県民の安全・安

心の確保を図るため、県が実施する危機管理の基本的枠組みを定めるものである。 

２ 危機等の定義 

(1) 危機、危機事象

この方針で定義する「危機」とは、県民の生命、身体及び財産に重大な被害

が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態、県の適正な事務の執行に支障を

生じるような事態をいい、「危機事象」とは個々の発生事象をいう。 

(2) 危機管理

この方針で定義する「危機管理」とは、危機事象の未然防止のための「事前

対策」、発生した危機事象への「危機対応」、危機事象の収束後における安全の

確認と再発防止の「事後対策」までを含めた総合的な取組とする。 

(3) 管理の対象とする危機

管理の対象とする主な危機は、別紙のとおりとする。

３ 対象機関 

(1) この方針の対象機関は、知事部局、企業局、病院局、議会事務局、教育委員

会、選挙管理委員会、監査委員、人事委員会及び労働委員会（以下「部局等」

という。）とする。 

（出先機関は部局等に含む。） 

(2) 警察本部については、危機事象発生時の対応、危機管理情報の共有等に関し

て連携を図り、協力を求めるものとする。 

４ 法令等に基づく個別の危機事象に関する計画等との関係 

法令等の義務付けにより個別の危機事象に関する計画等が作成されている場合

は、それらの計画等に基づき対応するものとするが、基本的な考え方は本方針に

よる。 

なお、法令等の義務付けによらず、所管部局等が独自に計画等を作成している
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場合も同様とする。 

第２ 危機管理における基本的な考え方 

  大震災はもとより、頻発した自然災害、さらには事故や事件等これまで経験し

た様々な危機事象を踏まえ、特に、以下の考え方に基づき、組織力を高め、関係

機関等との連携の下、あらゆる危機事象に的確に対応し、県民の安全・安心を確

保する。 

１ 危機事象に対する意識の向上 

危機事象には“きざし”があり、その“きざし”を見逃さないことで事前の準

備や予防策を的確に講じることができ、危機事象が発生した場合でも被害を小さ

くできることから、「今までは大丈夫だった」ではなく、「何か異変があるのでは

ないか」との意識を持つことが重要である。 

このため、被害が未発生であったり、あるいは小規模であったりしても重大な

被害に発展しかねない事象、県外で重大な被害が発生して県内でも類似の被害が

生じかねない事象など、危機につながりかねない事象にも積極的に対応する姿勢

が重要である。 

また、危機事象には突発的に起こる事象もあることから、そのような場合でも

躊躇することなく対応できるよう、日頃から危機への意識を高めていく必要があ

る。 

そのためには、現状に慣れることなく、新しい事象など様々な危機事象を想定

し、常に考え学習する組織づくりに努め、危機事象の“きざし”への感度を高め

る。 

２ 報告・連絡・相談の徹底 

危機事象には、未だ顕在化していないもの、新たな業務に付随して発生する今

までに経験していないものなど様々な事象がある。 

危機事象の未然防止、被害の拡大の抑制には職員一人一人はもとより、組織と

しての危機対応力を高めていかなくてはならない。危機事象の対応には、実態の

把握、それらを踏まえた対応方針の策定、対策の実行など、それぞれのステージ

において組織としての判断が必要となるが、その判断に当たって、情報共有の遅

れや途絶は、特に、危機対応にとって決定的な機会の損失となるおそれがある。 

このため、様々な危機事象に対し、情報収集力を高めることはもとより、組織

内で情報を速やかに共有し、組織として適切かつ迅速に対応できる風土づくりが
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重要であり、コミュニケーションを盛んにする風通しの良い職場環境を目指し、

組織内での報告・連絡・相談を今まで以上に徹底する。 

さらに、警察、市町村、消防、国、気象台、自衛隊等関係機関（以下「関係機

関等」という。）との間でも連携を図り、情報の交換を密にする。 

３ 危機情報の速やかな公表 

危機管理の最大の目的である県民の安全・安心の確保及び県の適正な事務の執

行という観点から、危機事象に関する情報を県民に適時・適切に提供することが

極めて重要である。情報提供に当たっては、県の都合ではなく、常に県民の目線

に立って考え、積極的な提供に努める。 

また、重大な危機事象に関する情報は、全容解明を待つことなく、初期の段階

においても公表に努める。 

第３ 危機管理体制 

１ 知事等の役割 

ア 知事

危機管理の最高責任者として、危機管理を統括する。

イ 副知事

危機管理について、知事を補佐する。

２ 危機管理監（危機管理部長をもって充てる） 

(1) 職務

知事の命を受け、危機管理に関して全庁を統括し、危機が生じた場合又は生

じるおそれがある場合における緊急的対応に関する事務について、部局長その

他職員を指揮監督する。 

(2) 所掌事務

ア 安全・安心の確保に関する施策の総合的な推進

イ 安全管理の総合調整に関する事務を掌理

ウ 危機管理に関して全庁を統括

エ 危機が生じた場合又は生じるおそれがある場合における緊急的対応に関

する事務について、部局長その他職員を指揮監督 

なお、危機管理監は、全庁的な危機管理の観点を踏まえて、関係部局長等に

必要な指示を出すことができるほか、所管部局長が不明な危機事象が発生した
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場合は、必要に応じて知事・副知事と協議の上、当該危機事象の所管部局等を

決定することができる。 

３ 危機管理室 

(1) 設置

複合的組織（危機に係る各種情報の収集や緊急的対応に関する部局横断的な

組織）として、危機管理部に危機管理室を置く。 

(2) 構成

ア 室長

危機管理監

イ 室員

各部政策監、出納局次長、企業局次長、病院局次長、議会事務局次長、教

育庁政策監、警察本部警備部警備監、監査委員事務局次長、人事委員会事務

局次長、労働委員会事務局次長 

(3) 主な所掌事務

ア 安全・安心の確保に関する施策の総合的な推進に関すること。

イ 安全・安心の確保に関する施策に係る県の行政施策の企画立案に必要な各

種情報の収集及び交換に関すること。 

ウ 危機が生じた場合又は生じるおそれがある場合における緊急的対応に関

すること。 

エ 危機に関する各種情報の収集及び交換に関すること。

４ 危機管理部と所管部局等の役割 

(1) 危機管理部の役割

ア 大規模・複数地域での発生など全庁的な対応が必要となる危機事象が発生

した場合、危機管理部は、危機管理監の指揮を受け、所管部局等とともに、

初動対応、危機対応、事後対策を実施する。 

イ 所管部局等が不明の危機事象が発生した場合、危機管理部は、危機管理監

の指揮を受け、関係する部局等とともに、初動対応、情報収集を行う。（所

管が明確になったときには所管部局等へ引き継ぐ。） 

ウ 所管部局等の危機事象対応について、危機管理部は、情報収集を行うとと

もに、必要に応じて状況分析を行い、危機事象対応・広報等について所管部
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局等を支援する。 

また、重大な危機事象が発生するおそれがある場合も、同様の対応とする。 

エ 危機管理部は、危機事象に関する情報等を、必要に応じて所管部局等に連

絡・報告する。 

(2) 所管部局等の役割

ア 危機事象が発生した場合、所管部局等が法令等の基準に基づき策定した計

画により対応することとなるが、大規模・複数地域での発生など全庁的な対

応が必要となる危機事象が発生した場合、所管部局等は、危機管理監の指揮

を受け、危機管理部とともに、初動対応、情報収集を行うとともに、危機対

応、事後対策を実施する。 

イ 所管部局等が不明の危機事象が発生した場合、関係する部局等は、危機管

理監の指揮を受け、危機管理部とともに、一時的に初動対応、情報収集を行

う。 

また、危機管理監から当該危機事象の所管部局等として決定された部局等 

は、所管部局等として危機対応、事後対策を行う。 

ウ 所管部局等が明らかな危機事象が発生した場合は、各所管部局等が危機対

応、事後対策を行う。 

なお、危機管理監から、全庁的な危機管理の観点を踏まえて必要な指示等

が出される場合がある。 

エ 所管部局等は、危機事象の情報を、随時、危機管理部に報告するとともに、

必要に応じて危機対応・広報等の支援を依頼する。 

＜危機管理体制のイメージ＞ 

知事・副知事 

危機管理監 

○

○ 

部 

○

○ 

部 

○

○ 

部 

○

○ 

局 

○

○ 

部 

○

○ 

部 

危機管理 

室員会議 

危

機

管

理 

部 

指示 

報告・支援の依頼 連絡・報告 
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５ 関係機関等との連携 

関係機関等が、危機事象が発生し、又は発生のおそれがある場合の第一義的な

情報源や初動対応機関となることが多いことから、県は日頃から情報交換を実施

するなど連携を強化する。 

また、ライフライン関係機関、報道機関等についても、危機事象が発生した場

合に様々な分野で協力を求めることから、日頃から情報の連絡体制の構築に努め

る。 

第４ 危機管理の対策・対応 

危機管理においては、時系列に応じて、事前対策・危機対応・事後対策の各段 

階に応じた対策・対応を行う。 

１ 事前対策 

(1) 危機管理意識の向上

危機事象が発生した場合の初動対応を混乱なく、円滑に実施するためには、

職員一人一人の危機管理意識を高いレベルにすることが極めて重要であるこ

とから、危機管理部及び各部局等は、研修や訓練を通じて、職員の危機管理意

識の向上に努めるものとする。 

また、各課室及び出先機関においては、日頃から所管業務に関してどのよう

な危機事象が想定され、どのような対応を行うべきかなどを検討する機会を設

けるとともに、職員が危機又はその“きざし”に関する情報を入手したときに、

速やかに組織内での情報共有ができるよう、職場内の円滑なコミュニケーショ

ンを図り、業務の報告や改善の提案などがスムーズにできる風通しの良い職場

環境となるよう努めるなど、危機管理に強い組織づくりを目指す。 

(2) 関係機関等との協力体制の構築

各部局等は、国、市町村、消防、医療機関などが有する資機材等の整備状況

や、危機事象発生時におけるこれらの機関等の役割等について、あらかじめ把

握し、日頃から連携を図るなど協力体制を構築しておく。 

(3) 住民への普及・啓発

危機事象発生時における住民の適切な行動と協力が被害の規模に大きく関

わることから、危機事象への対応について住民の理解を得ることが極めて重要

である。 
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このため、各部局等は、想定される危機事象やそれに対する国や市町村の取

組や役割等の普及・啓発を図るとともに、防災訓練等の実施を通じ、防災体制

の確立と危機管理意識の高揚に努める。 

緊急時の迅速かつ正確な情報の提供が住民の適切な行動に結びつくとの観

点から、報道機関の果たす役割を踏まえ、日頃から情報伝達の方法等を報道機

関に伝えておくことが重要である。 

(4) 柔軟性の確保

発生する多種多様な危機事象に対応するためには、危機事象発生時の被害を

最小限にくい止めるという危機管理の基本を十分に理解した上で、応用力を利

かせる柔軟性を確保することが必要である。 

そのために、危機管理部及び各部局等は、実践的な訓練や図上訓練を繰り返

し実施し、職員が関係機関等の動きを具体的に認識できるようにするとともに、

危機事象の状況に臨機応変に対応できる応用力を身につけられるよう努める。 

２ 危機対応 

(1) 情報の収集

各部局等は、現地において情報収集に努めるとともに、関係機関等との密接

な連携により情報収集を行い、危機管理部及び所管部局等への情報提供を行い、

情報共有を図る。 

なお、危機事象発生時には、迅速な初動体制の確立が被害の拡大を防止する

上で極めて重要であるため、情報の正確性の確保に努めながら、断片的な情報

であっても部局等内で情報共有を図るとともに、第一報を危機管理部に情報提

供し、詳細は追加情報として続報で報告することとする。 

(2) 所管部局等の調整

ア 所管が明確な場合は、該当部局等が所管部局等となる。

イ 所管が不明確又は複数部局等に関連する場合は、危機管理部は、危機管理

監の指揮の下、関係する部局等とともに初動対応を行う。 

ウ 危機管理監は関係する部局等の役割、状況等を聴取し、必要に応じて知事

・副知事と協議の上、所管部局等を指定する。（所管部局等が確定した場

合は引き継ぐ。） 
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(3) 危機対応の実施

ア 各部局等は、危機事象が発生した場合、危機の大きさ、影響度を踏まえ、

速やかに危機対応を行う。 

イ 危機管理監は、各部局等から危機対応についての協議、報告を受けるとと

もに、県の危機管理を統括する立場から部局等の対応状況を把握し、全庁的

な危機管理の観点から必要がある場合、指示・助言・調整を行う。 

ウ 複数の部局等に関係する場合、危機管理部は、危機管理監の指揮を受け、

関係する部局等と連携をとり、対応方針を決定し対策を実施する。 

エ 全庁的な対応が必要となる場合、危機管理監（危機管理室長）は、危機管

理室員会議を開催して対応方針について協議し、決定する。 

なお、重大な危機事象が発生した場合、必要に応じて関係部局長会議を開

催し、必要な対策を講ずるものとする。 

オ 危機発生後においては、決定した対応方針に基づき、危機管理部及び所管

部局等は、関係機関等と連携・協力し、危機対応を実施する。 

(4) 県民への情報提供

各部局等は、県民の安全・安心を確保するため、報道機関への情報の提供、

ホームページ等多様な情報伝達手段を活用し、県民に対し、必要な情報を迅速

かつ的確に提供する。 

３ 事後対策 

(1) 安全の確認

各部局等は、危機事象に関する危機対応が概ね完了したと認められるときは、

必要に応じて関係機関等に協力を求め、早急に危機発生現場・周辺地域の安全

確認を行う。 

安全が確認されたときは、報道機関を通じて公表するとともに、県のホーム

ページなど利用可能な手段を活用して広く県民に周知する。 

(2) 再発防止の検討・実施

各部局等は、必要に応じて危機事象の発生の原因を検証し、課題を整理した

上で再発防止策を検討し、実施する。 

(3) 危機事象対応の検証と情報の共有化

各部局等は、危機管理手法の継承や改善を図るため、必要に応じて危機対応
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に関する経過を取りまとめる。 

また、危機管理部は、各部局等の危機対応を検証するとともに、各部局等や

関係機関等に対して、取りまとめた内容を提供することなどにより情報の共有

化を図る。 

第５ その他 

この方針は、必要に応じて随時見直しを行う。 
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別紙

1 災害 1 風水害・土砂災害 7 鉄道災害 危機管理部

2 火山災害 8 道路災害 生活環境部

3 原子力災害 9 危険物等災害 農林水産部

4 地震・津波 10 大規模な火事災害 土木部

5 雪害 11 林野火災 など

6 12 船舶災害

13 石油コンビナート災害

2 武力攻撃事態 1 武力攻撃事態等 危機管理部

等 着上陸侵攻、ゲリラ・特殊部隊による攻撃、弾道 など

ミサイル攻撃、航空攻撃等

2 緊急対処事態（大規模テロ等）

（「武力攻撃事態等及び緊急対処事態」は、国による事態認

　定手続が必要であり、認定がされない事案はその他の危機

　として取り扱う。）

3 新型インフル 　新型インフルエンザ等緊急事態（新型インフルエンザ等が 保健福祉部

エンザ等緊急 発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国 (危機管理部)

事態 民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものと など

して政令で定める要件に該当する事態）

4 その他の危機 1 県民の生命・健康又は生活環境に被害を及ぼす環境汚染 危機管理部

事故等 生活環境部

・水質、大気、土壌汚染関係 保健福祉部

・残留農薬 農林水産部

・高圧ガス、火薬類、危険物事故 など

2 県民の生命・健康の安全を脅かす感染症等による事態等 保健福祉部

・エボラ出血熱、ＭＥＲＳ等 (危機管理部)

・薬物（毒物・劇物を含む）、医薬品関係 など

・食品・飲料水関係

3 動物感染症の発生 農林水産部

・牛海綿状脳症(BSE)、口蹄疫、ｺｲﾍﾙﾍﾟｽｳｲﾙｽ、鳥インフ 生活環境部

ルエンザ等 (危機管理部)

など

4 野生動物の出没 生活環境部

5 管理動物の脱走 保健福祉部

(危機管理部)

など

管理の対象とする主な危機

区　　分 項 目 主な所管部局

航空災害（米軍機、自衛
隊機等の事故を含む）
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6 製品等の瑕疵による事故等 関係部局

(危機管理部)

7 食品偽装 関係部局

(危機管理部)

8 県が所管する情報通信ネットワーク及び各種情報システ 企画調整部

ムへの脅威並びに通信システムへの脅威又は障害による (危機管理部)

事故等 など

9 ライフラインの事故・事件 危機管理部

・大規模停電、ガス供給停止、通信ネットワークの途絶 保健福祉部

・断水 など

10 ダム、河川及び湖沼における事故・事件 管理部局

(危機管理部)

11 福島空港に関連する航空犯罪（ハイジャック等） 危機管理部

土木部

など

12 県管理施設における事故・事件 管理部局

(危機管理部)

13 県主催イベント時の事故・事件 主催部局

(危機管理部)

14 学校又は校外活動中における事故・事件 教育委員会

(危機管理部)

15 海外において多数の県民が巻き込まれた事故・事件 生活環境部

(危機管理部)

16 県内での交通事故等による多数の死傷者の発生 生活環境部

保健福祉部

(危機管理部)

など

17 人工衛星等飛翔体の落下 危機管理部

18 所管が不明なテロ事件 危機管理部

など

19 危機管理部

総務部

など

その他、多数の県民の生命、身体又はは財産に重大な被害
が生じ、又は生じるおそれがある事件・事故等や県の適正
な事務の執行に支障を生じるような事態

商工労働部
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第２  各種計画 

No 計 画 名 称 計画期間（年度） 担当課室 

1 福島県安全で安心な県づくりの推進に関する基本計画 R4～R12(Ｒ3 改定) 危機管理課 

2 
福島県の国民の保護に関する計画 

（福島県民等保護計画） 

H17～(随時見直し) 危機管理課 

3 福島県業務継続計画（本庁版） H26～(随時見直し) 危機管理課 

4 福島県各地方業務継続計画 H27～(随時見直し) 各地方振興局 

5 福島県国土強靱化地域計画 R8～R12 危機管理課 

6 福島県消防広域化推進計画 H22～ 消防保安課 

7 福島県地域防災計画（一般災害対策編） S38～(随時見直し) 災害対策課 

8 福島県地域防災計画（地震・津波災害対策編） H7～ (随時見直し) 災害対策課 

9 福島県地域防災計画（事故対策編） H11～(随時見直し) 危機管理課 

10 福島県地域防災計画（原子力災害対策編） H12～(随時見直し) 原子力防災課 

11 地震防災緊急事業五箇年計画（第６次） R3～R7 災害対策課 

12 福島県石油コンビナート等防災計画 S52～(随時見直し) 消防保安課 

13 福島県災害時受援応援計画 H30～(随時見直し) 災害対策課 

14 火山活動が活発化した場合の避難計画（３火山） H30～(随時見直し) 災害対策課 

15 福島県原子力災害広域避難計画 H26～(随時見直し) 原子力防災課 

16 福島県原子力発電所周辺環境放射能等測定基本計画 S48～(随時見直し) 原子力防災課 

１ 福島県安全で安心な県づくりの推進に関する基本計画 

  この計画は、福島県安全で安心な県づくりの推進に関する条例に基づき、防災、防犯、 

交通安全、食品の安全確保など９の分野を総合的にとらえ、県民が、安全に安心して暮 

らし、活動できる地域社会の実現を目指して策定したものです。 

  この計画では、９の分野の間で、また、県民、事業者、自治会、ボランティア団体、 

ＮＰＯなどと県や市町村の間で、相互に情報を共有し合いながら、縦割りになることなく 

県民の立場から連携を図り、地域課題の解決に向けたネットワークの形成につなげる施策 

を取りまとめたものです。 

２ 福島県の国民の保護に関する計画（福島県民等保護計画）（随時見直し） 

  この計画は、武力攻撃や緊急対処事態における攻撃（大規模テロ等）から県民等の身体、 

生命及び財産を保護し、武力攻撃等が県民等の生活や経済に及ぼす影響が最小のものとな 

るよう、国民保護法第３４条の規定に基づき県の区域に係る国民の保護のための措置の総 

合的な推進に関する事項や武力攻撃事態、緊急対処事態における県の実施する国民保護措 

置等の詳細について定めています。 

３・４ 福島県業務継続計画（随時見直し） 

この計画は、東日本大震災及び原子力災害という大規模かつ複合的な災害により、県庁

等における業務の遂行に大きな混乱と支障を生じたことから、災害などの重大な危機事象

から、県民の生命・身体・財産を守り安全安心を確保するため、県庁舎や各合同庁舎、職

員、ライフラインなどが制約された状況下でも、県が優先的に実施すべき業務をあらかじ

め定め、その遂行に必要な措置を講じておくために策定したものです。 
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５ 福島県国土強靱化地域計画 

  この計画は、いかなる大規模自然災害が発生しようとも、「致命的な被害を負わない

強さ」と「速やかに復旧・復興できるしなやかさ」を備えた強靱な県土・地域社会を構

築し、安全で安心な県づくりを推進するため、「国土強靱化基本法」に基づき、国土強

靱化に関する施策を総合的かつ計画的に進めるための指針として策定したものです。 

６ 福島県消防広域化推進計画 

この計画は、消防組織法第３３条第１項の規定に基づき、自主的な市町村の消防の広域

化を推進するために平成２２年３月に策定したものです。 

 この計画では、今後の消防力の維持・向上についてそれぞれの地域において、どのよう

な方策が効果的であるか、自主的・主体的な検討を進めることとし、県はその検討に積極

的に参加、協力することで、住民の安全・安心の確保に取り組むこととしています。 

７-１０ 福島県地域防災計画（随時見直し）

この計画は、本県における総合的な災害対策の基本となるものであり、災害の予防、

応急対策、復旧計画などについて策定し、地域住民の生命と財産を守るという地方自治

体の基本的な責務を遂行する上で、極めて重要な役割を果たすものです。 

  この計画に基づき、災害に強い安全な地域社会づくりを推進するとともに、災害発生時

には迅速かつ適切な応急対策を実施することとしています。 

１１ 地震防災緊急事業五箇年計画（第６次） 

 この計画は、地震による災害から県民の生命、身体及び財産を保護するため、地震防災

対策特別措置法第２条の規定に基づき、地震防災対策上緊急に整備すべき施設等の整備計

画について令和３年度から令和７年度までの５か年を対象として策定するものです。 

 県、市町村等が行う情報通信連絡網、効率的な消火、救助活動を行うための消防施設・

設備、災害応急対策活動を迅速に行うための緊急輸送道路等の整備事業について、計画的

に実施することとしています。 

１２ 福島県石油コンビナート等防災計画 

 この計画は、石油コンビナート等災害防止法第３１条の規定に基づき、本県の石油コン

ビナート等特別防災区域内の防災に関し、福島県、国の機関、関係市町、特定事業者など

の処理する事務又は業務の大綱等を定めるとともに、総合的な防災対策の推進を図ること

により、災害の発生と拡大を防止し、地域住民の生命、身体及び財産を保護することを目

的として策定しています。 

１３ 福島県災害時受援応援計画 

 この計画は、東日本大震災の際、本県は、他都道府県、国、自衛隊、ボランティア等多

方面からの人的・物的支援を受け、災害応急対策の実施に際し大きな助けとなりました。

この教訓を踏まえ、今般、発災直後に応援職員や義援物資を受け入れ、また、被災地に応

援職員を派遣するスキームを整備することとして策定したものです。 
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１４ 火山活動が活発化した場合の避難計画（吾妻山、安達太良山、磐梯山）（随

時見直し） 

  この計画は、活動火山対策特別措置法に基づく「活動火山対策の総合的な推進に関する

基本的な指針」を踏まえ、火山単位の統一的な避難計画として協議会において策定するも

のであり、吾妻山、安達太良山、磐梯山の各火山が噴火、又は噴火の可能性が高まった場

合に、火山防災協議会の構成機関が連携協力し、地域住民及び登山者・観光客等の安全を

確保して迅速かつ円滑な避難対応がとれる体制を講ずることを目的とするものです。 

平成３０年５月に火口周辺地域における避難計画を策定し、令和元年９月には、居住地

域における住民等の避難対応を含めた計画への改定を完了しています。 

 

１５ 福島県原子力災害広域避難計画（随時見直し） 

  この計画は、新たな原子力災害が発生若しくは発生するおそれがある場合において、

福島県地域防災計画（原子力災害対策編）に基づき、住民避難等の応急対策が迅速に実

施できるよう、県民の安全・安心を確保するために策定したものです。 

  原子力災害対策重点区域の１３市町村ごとに避難先市町村及び避難先施設を定め、基本

的な避難ルートを複数選定しています。 

   

１６ 福島県原子力発電所周辺環境放射能等測定基本計画（随時見直し） 

  この計画は、原子力発電所周辺住民等の健康と安全の確保に資するため、県と立地町及

び東京電力株式会社による、福島第一原子力発電所の廃炉等の実施に係る周辺地域の安全

確保に関する協定書等に基づき、県が原子力発電所周辺地域において実施する環境放射能

の監視測定について定めています。 

   福島第一原子力発電所の事故後においては、県が廃炉に関する新たな安全監視体制を構

築するために設置した「福島県原子力発電所の廃炉に関する安全監視協議会」に置いた

「環境モニタリング評価部会」において、専門委員や関係市町村等の意見を聴きながら年

度ごとにモニタリング計画を定めるとともに、測定結果を報告、公表しています。 

 

- 41 -



第３ 関係団体・出資団体

消防保安課   （令和８年３月３１日現在） 

団 体 等 名 称 
代 表 者 所  在  地 

電話番号 
県出資 
割 合 役職名 氏 名 住 所 

(公財)福島県消防協会 会 長 西山 敏彦 〒960-8043 

福島市中町 5-21 

県消防会館内 

(024) 

522-5974

－ 

(一社)福島県消防設備協会 会 長 山田 賢一 〒960-1106 

福島市下鳥渡字新町 35-1 

(024) 

529-7120

－ 

(一社)福島県危険物安全協

会連合会 

会 長 根本 克頼 〒960-1106 

福島市下鳥渡字新町 35-1 

県消防設備協会内 

(024) 

573-9600

－ 

(一財)消防試験研究センタ

ー 

理事長 山口 英樹 〒100-0013 

東京都千代田区霞が関

1-4-2

大同生命霞が関ビル 19階

(03) 

3597-0220 

0.03％ 

(一財)消防試験研究センタ

ー福島県支部 

支部長 松田 武久 〒960-8043 

福島市中町 4-20 

エスケー中町ビル

(024) 

524-1474

0.03% 

福島県女性防火クラブ連絡

協議会 

会 長 遠藤 和子 〒960-8670 

福島市杉妻町 2-16 

県消防保安課内 

(024) 

521-7190

－ 

(一社)福島県ＬＰガス協会 会 長 小西 正光 〒960-1195 

福島市上鳥渡字蛭川 22-2 

(024) 

593-2161

－ 

(一社)福島県冷凍空調設備

工業会 

理事長 

代表理事 

笠 雅樹 〒960-8162 

福島市南町 449  

(024) 

545-5631

－ 

(一社)福島県火薬類保安協

会 

会 長 佐藤 彰宏 〒963-8811 

郡山市方八町二丁目 15-11 

（株）蔵場内 

(024) 

944-3169

－ 

福島県一般高圧ガス協会 会 長 渡辺 明宏 〒963-0725 

郡山市田村町金屋字新家

34-1

(024) 

942-8731

－ 

福島県電気工事工業組合 理事長 斉藤 善夫 〒960-8252 

福島市御山字稲荷田 31-2 

(024) 

535-0477

－ 

福島県冷凍設備保安協会 会 長 安藤 昇 〒963-8071 

郡山市富久山町久保田 

字太郎殿前 2-6 

郡山冷蔵製氷㈱内 

(024) 

944-1655

－ 

(一財)救急振興財団 理事長 佐々木 敦朗 〒192-0364 

東京都八王子市南大沢 4-6 

(042) 

675-9931

2.1％ 
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第４ 附 属 機 関 等

【審 議 会 等】 令和８年３月３１日現在 

名  称 根拠法令等 事 項 

女性委員

の 

割合（％） 

担当課室 

福島県防災会議 災害対策基本法 

福島県防災会議条例 

県地域防災計画の作成及びその実

施の推進、知事の諮問に応じ防災に

関する重要事項の審議、防災関係機

関相互の連絡調整  

38.7 災害対策課 

福島県石油コン

ビナート等防災

本部 

石油コンビナート等

災害防止法 

福島県石油コンビナ

ート等防災本部条例 

石油コンビナート等特別防災区に

係る防災計画の作成及びその実施

の推進、災害が発生した場合の災害

応急対策及び災害復旧に係る指定

防災機関相互の連絡調整 

25.8 消防保安課 

福島県民等保護

協議会 

武力攻撃事態等にお

ける国民の保護のた

めの措置に関する法律 

福島県民等保護協議

会条例 

指定地方行政機関の長等により組

織され、知事の諮問に応じ、国民の

保護のための措置に関する重要事

項を審議 

28.3 危機管理課 
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【懇 談 会 等】      令和８年３月３１日現在 

名  称 根拠法令等 事 項 担当課室 

福島県安全で安心な県

づくり推進会議 

福島県安全で安心な

県づくり推進会議設

置要綱 

安全で安心な県づくりに関する基本

計画の策定、変更及び評価等に関する

ことを協議 

危機管理課 

吾妻山火山防災協議会 活動火山対策特別措

置法 

吾妻山において想定される火山現象

の状況に応じた警戒避難体制の整備

に関する協議 

災害対策課 

安達太良山火山防災協

議会 

活動火山対策特別措

置法 

安達太良山において想定される火山

現象の状況に応じた警戒避難体制の

整備に関する協議 

災害対策課 

磐梯山火山防災協議会 活動火山対策特別措

置法 

磐梯山において想定される火山現象

の状況に応じた警戒避難体制の整備

に関する協議 

災害対策課 

福島県災害ケースマネ

ジメント推進ネットワ

ーク会議 

福島県災害ケースマ

ネジメント推進ネッ

トワーク会議設置要

綱

・災害ケースマネジメントに係る知見

の収集、普及及び人材育成を推進

・大規模災害時等における災害ケース

マネジメントの実施体制の整備につ

いて検討

災害対策課 

福島県原子力発電所安

全確保技術検討会 

福島第一原子力発電

所の廃炉等の実施に

係る周辺地域の安全

確保に関する協定 

福島第二原子力発電

所の廃炉の実施に係

る周辺地域の安全確

保に関する協定 

福島県原子力発電所

安全確保技術検討会

運営要綱 

安全確保協定に基づき、事前了解に係

る技術的事項について協議 原子力安全

対策課 

福島県原子力発電所の

廃炉に関する安全監視

協議会 

福島第一原子力発電

所の廃炉等の実施に

係る周辺地域（周辺市

町村）の安全確保に関

する協定 

福島第二原子力発電

所の廃炉の実施に係

る周辺地域（周辺市町

村）の安全確保に関す

る協定 

福島県原子力発電所

の廃炉に関する安全

監視協議会設置要綱 

（労働者安全衛生対

策部会運営要領、環境

モニタリング評価部

会運営要領）

・福島第一原発の廃止措置等に向けた

中長期ロードマップ、特定原子力施設

実施計画、福島第二原発の廃止措置計

画等に関する取組について協議（現地

調査含む）。

・廃止措置等作業従事者の安全確保、

雇用適正化、要員確保、作業環境の安

全確保について協議（労働者安全衛生

対策部会）

・環境放射能等測定計画の策定及び測

定結果の評価・解析（環境モニタリン

グ評価部会）

原子力防災

課 

原子力安全

対策課 
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名  称 根拠法令等 事 項 担当課室 

福島県原子力発電所の

廃炉に関する安全確保

県民会議 

福島県原子力発電所

の廃炉に関する安全

確保県民会議設置要

綱 

本県の原子力発電所の廃止措置等に

向けた取組に関する安全かつ着実な

進展のための県民目線による確認・協

議 

原子力安全

対策課 

避難地域消防団再編支

援会議 

避難地域消防団再編

支援会議設置要綱 

避難地域における消防団の現状・課題

等を共有し、市町村単独では解決でき

ない課題に対する広域的な取組等を

検討・協議 

消防保安課 

消防団再編等プロジェ

クトチーム

消防団再編等プロジ

ェクトチーム設置要

領 

個別市町村における消防団再編等の

ための具体的な検討や関係機関との

協力体制づくりについて協議 

消防保安課 

【庁内連絡調整会議等】   令和８年３月３１日現在 

名  称 根拠法令等 事 項 担当課室 

福島県安全で安心な県

づくり推進庁内連絡会

議 

福島県安全で安心な

県づくり推進庁内連

絡会議設置要綱 

安全で安心な県づくりの推進に関す

る各種施策の策定及び実施に関する

こと等を協議 

危機管理課 

福島県国土強靱化地域

計画推進連絡会議 

福島県国土強靱化地

域計画推進連絡会議

設置要綱 

国土強靱化地域計画の策定及び推進

に関すること等を検討 危機管理課 

福島県放射能モニタリ

ング関係庁内連絡会議

福島県放射能モニタ

リング関係庁内連絡

会議設置要綱 

福島県の放射能モニタリングについ

ての課題、現状及び今後の方針の情報

共有と協議 

原子力防災

課 
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省 庁 名

最終改定

武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並び
に国及び国民の安全の確保に関する法律

 平成15年　法律第 79号 内閣官房

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律  平成16年　法律第112号 内閣官房・総務省

強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する
国土強靭化基本法

 平成25年　法律第 95号 内閣官房

福島県安全で安心な県づくりの推進に関する条例  平成20年　条例第 80号 R3.10.12

福島県民等保護協議会条例  平成17年　条例第 24号

福島県民等保護対策本部及び福島県緊急対処事態対策本部条例  平成17年　条例第 25号 H19.3.20

福島県防災基本条例  令和 7年　条例第  9号

消防法  昭和23年　法律第186号 総務省

消防組織法  昭和22年　法律第226号 総務省

消防施設強化促進法  昭和28年　法律第 87号 総務省

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律  昭和31年　法律第107号 総務省

消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律  平成25年　法律第110号 総務省

火薬類取締法  昭和25年　法律第149号 経済産業省

武器等製造法  昭和28年　法律第145号 経済産業省

高圧ガス保安法  昭和26年　法律第204号 経済産業省

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律  昭和42年　法律第149号 経済産業省

石油コンビナート等災害防止法  昭和50年　法律第 84号 総務省

電気工事業の業務の適正化に関する法律  昭和45年　法律第 96号 経済産業省

電気工事士法  昭和35年　法律第139号 経済産業省

福島県消防表彰規則  昭和41年  規則第 43号 H21.10.27

福島県消防学校教育訓練規則  昭和41年  規則第  5号 R6.2.20

福島県消防法施行細則  昭和46年  規則第 24号

福島県火薬類取締法施行細則  昭和51年  規則第 19号 R3.3.30

福島県消防法関係手数料条例  平成12年  条例第 20号 R6.3.19

福島県火薬類取締法関係手数料条例  平成12年  条例第 21号 R1.7.9

福島県動力消防ポンプ性能試験規則  昭和30年  規則第 57号 H18.7.21

福島県高圧ガス保安法関係手数料条例  平成12年  条例第 22号 R6.3.26

福島県武器等製造法関係手数料条例  平成12年  条例第 23号

福島県電気工事士免状交付等手数料条例  平成12年  条例第 24号 R4.3.25

消
防
保
安
課

第５ 　関係法令・所管条例等

法律番号法　律　名　等課室名

危
機
管
理
課
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省 庁 名

最終改定
法律番号法　律　名　等課室名

福島県液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関
係手数料条例

 平成12年  条例第 25号 R5.12.28

福島県石油コンビナート等防災本部条例  昭和51年  条例第 57号 H17.7.12

福島県電気工事業の業務の適正化に関する法律関係手数料条例  平成12年  条例第 26号

福島県高圧ガス保安法第七十八条第一項の規定による意見の聴取の
手続に関する規則

 平成12年  規則第174号 H29.3.3

福島県液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第
九十二条第一項の規定による意見の聴取の手続に関する規則

 平成12年  規則第175号 H29.3.3

福島県電気工事業の業務の適正化に関する法律第三十一条第一項の
規定による意見聴取の手続に関する規則

 平成12年  規則第176号 H29.3.3

福島県火薬類取締法に係る事務処理の特例に関する条例  平成24年　条例第 69号

福島県武器等製造法に係る事務処理の特例に関する条例  平成24年　条例第 70号

福島県電気工事業の業務の適正化に関する法律に係る事務処理の特
例に関する条例

 平成24年　条例第 71号

災害対策基本法  昭和36年　法律第223号 内閣府・総務省

災害救助法  昭和22年　法律第118号 内閣府

災害弔慰金の支給等に関する法律 昭和48年 法律第28号 内閣府

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律  昭和37年　法律第150号 内閣府

地震防災対策特別措置法  平成 7年　法律第111号 内閣府・総務省

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関
する特別措置法

 平成16年  法律第 27号 内閣府

活動火山対策特別措置法  昭和48年　法律第61号 内閣府

自衛隊法  昭和29年　法律第165号 防衛省

気象業務法  昭和27年　法律第165号 気象庁

電波法  昭和25年　法律第131号 総務省

消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律  平成25年　法律第110号 総務省

福島県防災会議条例  昭和37年  条例第 52号 R5.12.28

福島県災害対策本部条例  昭和37年  条例第 53号 H24.10.19

災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害の補償に関す
る条例

 昭和37年  条例第 54号 H19.3.20

災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害の補償に関す
る条例施行規則

 昭和38年  規則第115号 H6.3.31

福島県災害救助法施行細則  昭和35年  規則第 49号 R6.12.6

原子力災害対策特別措置法  平成11年　法律第156号 内閣府

原子力災害対策指針  平成30年　告示第8号 原子力規制委員会

原子力災害対策特別措置法に基づく緊急事態応急対策等拠点施設等
に関する内閣府令

 平成24年　省令第3号 内閣府

原子力災害対策特別措置法第十二条第一項の規定に基づき、緊急事
態応急対策等拠点施設を指定する告示

 令和2年　告示第21号 内閣府

消
防
保
安
課
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